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醒塁塁運

柔
軟
な
働
き
方
と
男
性
育
休
取
得
を
促
進
．

改
正
育
介
法
が
町
月
■
日
か
ら
施
行

改
正
育
児

・
介
護
休
業
法
が
今
年
４
月

の
第
１
弾
に
続
い
て
１０
月
１
日
か
ら
第
２

弾
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
法
改
正
の
ポ
イ

ン
ト
は
子
が
３
歳
に
な
る
ま
で
の
両
立
支

援
の
拡
充
と
子
が
３
歳
以
降
小
学
校
就
学

前
ま
で
の
両
立
支
援
の
拡
充
の
２
つ
で

す
。
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の

措
置
と
個
別
の
周
知

，
意
向
確
認
等
の
２

つ
が
ｍ
月
か
ら
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
子
が
３
歳
以
降
小
学
校
就
学
前
の

時
期
に
、
事
業
主
が
５
項
目
か
ら
２
つ
以

上
を
選
択
し
、
従
業
員
は
事
業
主
が
選
択

し
た
措
置
の
中
か
ら
１
つ
選
べ
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
①
始
業
時
刻
等
の
変
更

（
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
時
差
出
勤
）
、

②
テ
レ
ワ
ー
ク
等

（１
日
の
所
定
労
働
時

間
を
変
更
せ
ず
、
月
に
ｍ
日
以
上
利
用
で

き
る
）、
③
短
時
間
勤
務
制
度
、
④
保
育

施
設
の
設
置
運
営
等

（こ
れ
に
準
ず
る
ベ

ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
手
配
お
よ
び
費
用
負
担

な
ど
）、
⑤
養
育
両
立
支
援
休
暇
の
付
与

（
１
日
の
所
定
労
働
時
間
を
変
更
せ
ず
、

年
に
１０
日
以
上
取
得
で
き
る
）
―
―
の
５

つ
で
す
。
②
と
⑤
は
原
則
、
時
間
単
位
で

取
得
可
能
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

企
業
が
短
時
間
勤
務
制
度
を
選
択
し
、

従
業
員
が
選
べ
ば
、
小
学
校
就
学
前
ま
で

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
個
別
の
周

知

・
意
向
確
認
義
務
は
、
企
業
が
上
記
で

選
択
し
た
制
度
に
つ
い
て
、
従
業
員
に
子

が
３
歳
の
誕
生
日
の
１
カ
月
前
の
１
年

間

（１
歳
１１
カ
月
に
達
す
る
日
の
翌
々
日

か
ら
２
歳
１１
カ
月
に
達
す
る
日
の
翌
日
ま

で
）
に
企
業
が
選
択
し
た
措
置

（２
つ
以

上
）
の
内
容
を
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
意
向
確
認
は
面
談
や
書
面
交
付
、
電

子
メ
ー
ル
等
で
行
い
ま
す
。

も
う
１
つ
、
従
業
員
が
本
人
ま
た
は
配

偶
者
の
妊
娠

・
出
産
を
申
し
出
た
時
と
、

子
か
３
歳
に
な
る
ま
で
の
時
期
に
、
子
や

各
家
庭
の
事
情
に
応
じ
た
仕
事
と
育
児
の

両
立
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
意
向
を
個

別
に
聴
取
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
し

た
。聴

取
内
容
は
勤
務
時
間
帯

（始
業
お
よ

び
終
業
時
刻
）
や
勤
務
地
、
両
立
支
援
制

度
の
利
用
期
間
な
ど
で
す
。
会
社
か
ら
説

明
を
受
け
る
こ
と
で
、
育
体
な
ど
を
取
得

す
る
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
た
男
性
社
員
の

背
中
を
押
す
効
果
も
あ
り
ま
す
。
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第24回 継続雇用制度の年齢を70歳に引き上げ、処遇も改善

再
一雇
用
制
度
を
ジ

ョ
ブ
型
に
転
換

役
割
を
明
確
化
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
処
遇

人
手
不
足
解
消
の
方
策
の
１
つ
と
し
て
一

高
齢
者
雇
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
と

一

く
に
建
設
関
連
業
界
で
は
６０
歳
以
降
の
継

一

縮
一屋
用
制
度
の
拡
充
や
処
遇
改
善
に
取
り

一

組
む
企
業
が
増
え
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
一

今
回
は
定
年
後
継
続
一屋
用
制
度
の
上
限

一

年
齢
を
利
歳
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
一

処
遇
も
大
幅
に
改
善
し
た
大
手
電
気
工
事

一

業
の
Ａ
社
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。　
　
　
一

Ａ
社
は
２
０
２
５
年
１
月
か
ら
定
一　
用
も
厳
し
い
な
か
で
、
人
材
を
確
保
し

年
後
継
続
雇
用
制
度
を
改
定
し
、
上
限
・　
て
い
く
に
は
シ
エ
ア
層
が
活
躍
で
き
る

年
齢
を
７０
歳
に
延
長
し
ま
し
た
。
６５
歳
一

ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
は
２
０
０
２
年
十

か
ら
導
入
し
て
い
ま
す
が
、
賃
金
は
在
一

職
老
齢
年
金
や
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
一

を
勘
案
し
た
低
い
処
遇
に
な

つ
て
お

り
、
技
術
職
の
中
に
は
定
年
後
、
他
社

に
引
き
抜
か
れ
て
転
職
す
る
人
も
い

そ
う
で
す
。
制
度
改
定
の
一
つ
の

は
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
７０

ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保

と
な
つ
た
こ
と
で
す
。
今
、
６０
歳

の
社
員
は
約
４
５
０
人
。
１０
年
後
に

全
社
員
の
約
１５
％
、
１
０
０
０
人

え
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

環
境
を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
、
改
定
に
至
っ
た
も
の
で
す
。

新
制
度
で
は
継
続
上
限
年
齢
を
７０

歳
ま
で
延
長
し
、
希
望
す
る
人
は
原
則

全
員
が
７０
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
同
社
の
事
業
は
電
力
会
社
の
委
託

に
よ
る
電
線
な
ど
の
配
電
線
工
事
、
建

物
内
の
電
灯

・
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
電
源

の
電
気
設
備
工
事
、
エ
ア
コ
ン
や
給
排

水
衛
生
な
ど
の
空
調
衛
生
の
設
備
工
事

の
３
つ
の
柱
に
加
え
て
、
最
近
は
大
型

太
陽
光
発
電
な
ど
の
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー

事
業
も
手
が
け
て
い
ま
す
。
社
員
は
施

工
管
理
技
士
を
は
じ
め
技
術
職
が
多
く

を
占
め
て
お
り
、
新
た
な
処
遇
制
度

は
、
「施
工
管
理
与
施
工
支
援
与
技
能
現

業
岩
教
育
指
導
岩
業
務
」
の
５
つ
の
職

務
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
職
務
ご
と
に
仕

事
の
重
要
性
や
難
易
度
に
よ
っ
て
ラ
ン

ク
付
け
し
ま
す
。
ラ
ン
ク
ご
と
に
ど
の

よ
う
な
業
務
を
担
う
の
か
、
役
割
と
責

任
を
明
確
に
し
た

「役
割
定
義
書
」
を

作
成
し
、
ラ
ン
ク
に
基
づ
い
て
定
額
の

基
本
給
が
決
ま
る
な
ど
ジ
ョ
ブ
型
に
近

い
制
度
設
計
に
し
て
い
ま
す
。

新
制
度
は
職
務
グ
ル
ー
プ
ご
と
に

レ
ベ
ル
ー
か
ら
３
ま
で
の
給
与
テ
ー
ブ

ル
が
あ
り
、
職
務
遂
行
難
易
度
が
最
も

低
い
レ
ベ
ル
ー
の
場
合
、
賞
与
込
み
の

標
準
報
酬
は
以
前
に
比
べ
て
２
割
程
度

高
く
な
り
ま
す
。

一
方
、
レ
ベ
ル
３
に
な
る
と
以
前

の
上
限
額
の
２
倍
近
く
の
報
酬
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
担
当
役
員
や
社
長
の
決

裁
に
よ
り
任
用
さ
れ
る
特
定
Ａ
と
Ｂ
と

い
う
特
定
職
を
設
け
、
さ
ら
に
高
い
報

酬
水
準
を
設
定
し
て
い
ま
す
。
役
割
ラ

ン
ク
の
見
直
し
は
１
年
ご
と
の
更
新
の

際
に
上
長
と
話
し
合
い
ま
す
が
、
「荷
が

重
い
の
で
あ
れ
ば
下
の
ラ
ン
ク
の
役
割

を
担
当
、
あ
る
い
は
上
長
が
上
位
の
ラ

ン
ク
の
役
割
を
担
っ
て
ほ
し
い
と
な
れ

ば
ラ
ン
ク
も
ア
ツ
プ
す
る
衣
人
事
担
当

者
）
そ
う
で
す
。

短
日
、
短
時
間
勤
務
な
ど
柔
軟
な
働

き
方
も
で
き
ま
す
。
６０
歳
以
上
は
要
件

を
限
定
せ
ず
、
個
々
の
事
情
に
応
じ
て

上
司
と
話
し
合
い
、
会
社
も
承
認
す
れ

ば
時
給
制
の
非
常
勤
と
し
て
働
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
従
来
も
短
時
間
勤
務
制

度
は
あ
り
ま
し
た
が
、
時
給
は

一
律
に

決
ま
つ
て
い
ま
し
た
。
新
制
度
下
で
は

役
割
ラ
ン
ク
に
基
づ
い
て
時
給
単
価
を

計
算
し
、
個
々
に
支
給
額
も
異
な
る
な

ど
メ
リ
ハ
リ
の
利
い
た
処
遇
に
な
っ
て

い
ま
す
。

戦力化と
生産性向上を目指じて


